
津島市の市長等、職員及び議員のハラスメント防止等に関する条例
 【相談対応フロー図】

市長等・職員・その家族による
ハラスメントの相談・苦情の申出

外部相談窓口
【弁護士事務所】

「相談者の同意」

を条件にハラス

メント行為者から

事情聴取

相談者からの

事情聴取

「相談者の同

意」を条件に

関係職員等か

ら事情聴取

ハラスメントの事実あり

相談者・行為者に対する

指導・助言その他必要な

措置（※３）

職員ハラスメント対策委員会

委員構成

① 被害者又は行為者が市長等の場合

市長が委嘱する３人以上の有識者

② 被害者が議員の場合

市長が委嘱する３人以上の有識者

③ 被害者及び行為者が職員の場合

(1)  副市長（委員長）

(2) 弁護士１人（副委員長）

(3) 市長が適切と認める部長２人

(4) 職員団体の推薦する職員２人

「ハラスメント行為者」

から事情聴取

「相談者」から

の事情聴取

「関係する者」

から事情聴取

再発防止策

の検討・実施

【職員の場合】

分限懲戒審査会の開催

【人事院「懲戒処分の指針」に基づく

懲戒処分・処分量定の決定】

○免職 ○停職 ○減給 ○戒告

(※３）

必要な措置
○配置転換の検討

○行為者謝罪

○関係改善援助

○不利益の回復

○職場環境回復

○メンタルケア

など

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
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せ
ず

（※１）

●相談者の同意を条

件に情報提供、調査依

頼及び助言

●相談記録票の提出

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当

せ
ず

議会相談窓口
【議会事務局】

「相談者の同意」

を条件にハラス

メント行為者か

ら事情聴取

相談者からの

事情聴取

「相談者の同

意」を条件に

関係職員等か

ら事情聴取

行為者が市長等・職員の場合行為者が議員の場合

●相談者の同意がある場合で、議会ハラスメント審査会の

開催を適当と判断するとき

●相談者が議会ハラスメント審査会の開催を希望するとき

委員構成

議長が委嘱する

３人以上の有識者

「ハラスメント行為者」

から事情聴取

「相談者」から

の事情聴取

「関係する者」

から事情聴取

委員構成
議長、副議長、
議長指名の２議員

【議員の場合】

議会ハラスメント調査委員会の決議を経て、行為者に対し、

注意を喚起し、ハラスメントをしないよう求める等の

被害防止措置、公表

【市長等の場合】

公表

相談者・行為者に対

する結果報告、指導・

助言その他必要な措

置（※３）

ハラスメントの事実あり

相談者・行為者に

対する結果報告

利用可能

議会ハラスメント調査委員会

議員間の事案の場合

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
せ
ず

（※１）と

同様

ハラスメントの事実あり

議会ハラスメント調査委員会

内部相談窓口
【総務デジタル課】

ハラスメント該当性等の審査結果
を市長に答申、任命権者へ報告

議員間の事案の調査

ハラスメントの事実の有無について調査・認定

事案に適切に対応するための必要な措置等について検討

ハラスメントの事実の有無について調査・認定

事案に適切に対応するための必要な措置等について検討

議会ハラスメント審査会

議長に結果報告

ハラスメント該当性等の審査結果
を議長に答申

相談者からの

事情聴取

相談者への助言

（※２）

●相談者の同意がある場合で、

職員ハラスメント対策委員会の開

催を適当と判断するとき

●相談者が職員ハラスメント対策

委員会の開催を希望するとき

行為者がハラスメントを認め、

※２に該当しない場合

●相談者の同意がある場合で、

弁護士が職員ハラスメント対策委員

会の開催を適当と判断するとき

●相談者が職員ハラスメント対策委

員会の開催を希望するとき

総務デジタル課を経由

議員・その家族による
ハラスメントの相談・苦情の申出


